
 
令和２年 10 月 1 日 

根白石小保健室 No.９ 

 

夏の暑さも和らぎ，だんだんと過ごしやすい日が多くなってきました。暖かい日もあれば，朝晩は冷え込むこ

ともあります。季節の変わり目で体調をくずす人もいるので，脱ぎ着しやすい服装で体温調節をして風邪をひか

ないようにしましょう。 

 

１０月の検診日程 

 

後期発育測定  １０月 1４日（水）  全学年対象 

測定項目は，身長と体重のみになります。 

    体育着の半袖・半ズボンで測定するので，ご用意お願いします。 

    髪は頭頂部や後頭部で結ばないできてください。 

    なお，測定結果は後日健康手帳でお知らせします。 

  

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

色覚検査について 

           ※裏面をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

き り と り 

色覚検査申込書 

令和   年   月   日 

色覚検査を希望します。 

                     

  年   組  児童氏名                 

                                

  年   組  児童氏名                 

 

  年   組  児童氏名                 

 

保護者氏名                

申込書の提出締め切り １０月９日（金） 

 
 

色覚に関する対応ついて 

 

学校においては平成１５（２００３）年度以降，定期健康診断で色覚検査が必須項目でなく

なったことなどから，特定の色やその組み合わせが見えにくいことに気が付かない場合があ

ります。色の区別がつきづらい等で授業に支障をきたす場合もあります。 

そのため，今年度，学校において希望する方のみ養護教諭が個別に色覚の検査を行います。 

つきましては，検査を希望する場合は，申込書に必要事項を記入し担任にご提出ください。 

 

 

 

先天色覚異常は男子の約 5％（20 人に 1 人），女子の約 0.2％（500 人に 1 人）の割合

でみられます。色がまったく分からないのではなく，色によって見分けにくいことがある程度

で，日常生活にはほとんど不自由はありません。しかし，状況によっては色を見誤り，周囲か

ら誤解を受けることや，色を使った授業の一部が理解しにくいことがあるため，学校生活にお

ける配慮が望まれます。 

本人には自覚のない場合が多く，検査を受けるまで保護者もそのことに気付いていない場

合が少なくありません。治療方法はありませんが，学校生活を送る上で，また進学・就職に際

して自身の色の感じ方を知っておくことが大切です。 

日常生活の中で，色の見え方に不安を持っている場合は，学校で健康相談を受けることもで

きますし，眼科医への受診をお勧めすることもございます。ご不明な点がありましたら，学校

へご連絡ください。 

なお，相談については，個人情報保護を遵守し，部外秘といたしますのでご安心ください。 


